
 

 
 

（株）協和ガスからのお知らせ（ご契約中のお客さまへ） 
 

平素より（株）協和ガスをご愛顧頂き有難うございます。 
沖縄県による「令和７年度ＬＰガス価格⾼騰対策事業（第 2 期）」が実施され、当社と致しまして

も、お客様の負担軽減に繋げられるよう、本事業への登録申請を⾏い参画します。 
つきましては、令和 7 年１０⽉分のご請求に対して下記の通り値引き処理を実施いたします。 
 

対象期間   
  令和７年７⽉から令和７年９⽉検針分のガス料⾦が対象となります。 

 
料⾦値引き額と⽅法   

沖縄県による「令和７年度ＬＰガス価格⾼騰対策事業（第 2 期）」に基づき対象となる期間中、ご
契約件数１件につき、ガス料⾦の請求額から１か⽉あたり 300 円（税抜）の値引き額となります。      

なお、７⽉から９⽉分の⽀援額を１０⽉の請求時に⼀括して値引きしますので、最⼤３ヶ⽉分９００円
（税抜）の値引きとなります。 

※ 但し、１０⽉のガス料⾦が９００円（税抜）未満のお客様は、そのガス料⾦を値引きしております
ので請求が発⽣しません。なお値引きは１０⽉のみの１回です。 

 
※ 御請求額がお客様の値引き後の１０⽉のガス料⾦となります。 

沖縄県の⽀援による値引き額を「ガス⼊⾦額(税込)」として印字した請求書もございます。 
詳しくはお問合せ窓⼝までご連絡ください。 
 

本事業に関するお問い合わせ先 
 

株式会社 協和ガス (ガス⼩売登録番号︓L0015) 
   本 社   TEL︓098-876-1961 

中部営業所 TEL︓098-934-9987 
北部⽀店  TEL︓0980-54-0550 

 
受付時間 9︓００ 〜 １８︓００迄 （⽇・祝⽇、年末年始を除く） 

 
 

 
 

「ガス事業法第 14 条（供給条件の説明等）第 3 項」の通知 


